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まちづくり委員会資料 
                 令和８年６月 

建 設 局 

小栗栖排水機場周辺地域の浸水被害に係る損害賠償請求訴訟について 

 本市が、オグラロード・サービス株式会社（以下「オグラロード」という。）等を相手

として平成２６年８月に提訴した訴訟及びジェイテック株式会社（以下「ジェイテック」

という。）等を相手として平成２９年５月に提訴した訴訟については、令和６年６月の

第１審判決の後、双方が控訴し、大阪高等裁判所において審理が行われてきました。 
これらの訴訟について、控訴審の判決期日が令和８年７月３日に指定されましたので、

改めてこれまでの経過と状況等について御報告します。 

１ 訴訟に至る主な経過 

 ⑴ 浸水被害の原因 

   平成２５年９月１５日から同月１６日にかけて、台風１８号が本市を通過した

際、山科川と畑川の合流点に設置されている小栗栖排水機場において、排水ポン

プが約４時間にわたって停止し、伏見区小栗栖森本町を中心に、多数の浸水被害

が発生した。 
   同年１０月から、本市が浸水被害の原因分析を行うために設置した「小栗栖排

水機場周辺における浸水被害検証委員会（以下「検証委員会」という。）」におい

て浸水被害の原因の検証が行われた結果、「①浸水被害については、ポンプ停止

が原因である。②ポンプ停止については、委託業者の人為的な操作ミスが原因で

あり、また本来２名体制であるべきところが１名体制であったことが、ポンプ停

止を再稼働させることができなかった原因である。」と結論付けられた。 
 ⑵ 被害者への賠償 

   検証結果を踏まえ、本市は、排水機場の管理者として、被害者の損害を賠償す

ることとし、被害申告をした浸水被害者への賠償を行う（６１８件）とともに、

保険会社からの求償（２４８件）に応じ、賠償金の支払を終えている。  
 ⑶ 訴えの提起 

   本市は、本件排水機場の維持管理業務の受託業者であり、浸水事故の原因者で

あるオグラロード及び同社の代表取締役に対し、本市が被害者等に支払った賠償

金等本市が被った損害の賠償を求めて、平成２６年７月２５日に市会の議決を得

て、同年８月８日に訴えを提起した。 
   また、オグラロードの元従業員により設立され、同社から営業の全部譲渡を受

けたジェイテックに対してオグラロードが本来支払うべき賠償金の支払等を求

めるとともに、オグラロード等が所有する不動産に根抵当権設定仮登記を行った

個人（オグラロード代表取締役の親族）に対して当該登記の抹消を求めて、平成

２９年３月２４日に市会の議決を得て、同年５月２３日に訴えを提起した。 
   令和６年６月２６日に、京都地方裁判所において判決の言渡しがあったが、 

双方が判決を不服として控訴し、大阪高等裁判所において審理が行われている。 

＊ オグラロード等を相手とした訴訟には、オグラロードが加入していた総合賠

償責任保険の引受保険会社である損害保険ジャパン株式会社が参加している。 
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２ 訴えにおける請求内容及び第１審判決の概要 

 ⑴ オグラロード等に対する訴え 

相手方 本市からの請求内容（請求額） 判決内容 

オグラロード 債務不履行により本市に生じた損害の賠償を
請求（約１１．３億円※） 

本市の請求を 
認容 

オグラロード 
代表取締役 

会社法に基づく取締役の第三者に対する責任に
基づく損害の賠償を請求（約１１．３億円※） 

本市の請求を 
認容 

 ⑵ ジェイテック等に対する訴え 

相手方 本市からの請求内容（請求額） 判決内容 

ジェイテック 
（主位的請求） 

同社はオグラロードと同一法人格であるとして、
オグラロードが支払うべき損害の賠償を請求 
（約１１．３億円※） 

請求棄却 

ジェイテック 
（予備的請求） 

詐害行為に基づくオグラロードからジェイテ
ックに対する営業譲渡の取消及び営業譲渡に
より減少した財産の賠償を請求 
（約４．３億円※） 

営業譲渡契約 
の取消認容 

請求額のうち 
一部認容 

（認容額約 
２．７億円） 

オグラロード 
代表取締役の 
親族 

本市が仮差押えしているオグラロードの土地等 
に対し、根抵当権設定仮登記が行われている
ため、詐害行為に当たるとして抹消等を請求 

本市の請求を 
認容 

※については別途、遅延損害金の支払を求めている。 

 

３ 本件訴訟における主な争点 

 ⑴ オグラロード等に対する訴え 

  ア ポンプの停止と浸水被害の因果関係 

 第１審 控訴審 

本市の 

主張 

 検証委員会の検証結果のと

おり、ポンプの一時停止がなけ

れば浸水被害は生じなかった。 

第１審と同様の主張 

（請求額は適切） 

相手方 

の主張 

 検証結果には疑問があり、ポ

ンプの一時停止がなかったと

しても浸水被害は生じた。 

 検証委員会の解析結果に信用性

があるとしても、「ポンプの一時停

止がなかったとしても浸水被害は

生じた」という解析にも一定の信

用性があり、共に正しければ、全

ての被害の因果関係が証明された

とはいえない。(請求額が過大) 

裁判所 

の判断 

 検証委員会の解析結果には

信用性がある。浸水被害はポン

プの停止が原因であったと認

められる。 

― 
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  イ オグラロードの責任 

 第１審 控訴審 

本市の 

主張 

 本件浸水被害はオグラロードの従業員

によるポンプの操作ミス及び同社の人員

体制の不備が原因である。 

第１審と同様の主張 

相手方 

の主張 

 ポンプ操作のミスの責任は従業員には

ない。同社は必要な人員体制を構築して

おり過失はない。 

 仮に責任があるとしても、本市に監督

体制の不備（機器の操作説明の不足、監

視体制の不足等）があり、大幅な過失相

殺がされるべき。 

 第１審と同様の主張 

裁判所 

の判断 

 オグラロードは、ポンプの停止につい

て過失がある。 

 オグラロードの責任について過失相殺

を適用することは相当ではない。 

― 

 

  ウ 損害額 

 第１審 控訴審 

本市の 

主張 

 本件では、被害者の立証負担を軽減し、

迅速に賠償を進めるため、本市が策定し

た賠償額算定基準(推定方式)に基づき賠

償したものであり、賠償額は適切である。 

アと同様の主張 

相手方 

の主張 

 損害の立証がないものや損害額の算定

が適切でないものがあり、本市の認定し

た損害額は過大である。 

アと同様の主張 

裁判所 

の判断 

 算定された金額は相当なものと認めら

れる。 
― 

 

  エ 代表取締役個人の責任 

 第１審 控訴審 

本市の 

主張 

 オグラロードの代表取締役は、必要な

人員体制の構築を怠っており、重過失に

より本市に損害を与えた。 

第１審と同様の主張 

相手方 

の主張 

 必要な人員体制を構築しており、重過

失はない。 

 第１審と同様の主張 

裁判所 

の判断 

 重過失が認められる。 
― 
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⑵ ジェイテック等に対する訴え 

  ア ジェイテックへの主位的請求 

 第１審 控訴審 

本市の 

主張 

 ジェイテックは、本件浸水被害発生後

にオグラロードから営業譲渡を受けて設

立された会社であり、賠償責任を免れる

ために法人格を濫用したものであるた

め、法人格を否認すべきである。 

第１審と同様の主張 

相手方 

の主張 

 オグラロードの事業継続が不可能とな

ったため、同社の従業員が独立して会社

を設立したものであり、法人格を濫用し

たものではない。 

 第１審と同様の主張 

裁判所 

の判断 

 ジェイテックの運営がオグラロードの

代表取締役の差配の下に行われていると

認めるに足りる証拠はない。 

― 

 

  イ ジェイテックへの予備的請求 

 第１審 控訴審 

本市の 

主張 

 オグラロードの責任財産が減

少し、本市への弁済ができなく

なることを認識しながら営業譲

渡を行ったものであり、詐害行

為に当たる。本件営業譲渡の譲

渡価値は約４．３億円である。 

第１審と同様の主張 

（譲渡価値は約４．３億円） 

相手方 

の主張 

 正当な対価を支払った営業譲

渡行為であり、詐害行為に該当

しない。また、本件営業譲渡の譲

渡価値の算定が過大である。 

 正当な対価を支払った営業譲

渡行為であり、詐害行為に該当

しない。また、本件営業譲渡の譲

渡価値は約２，４００万円であ

る。 

裁判所 

の判断 

 本件営業譲渡は詐害行為に当

たり、取り消すことができる。 

 ただし、オグラロードがジェ

イテックに交付した現金約 

１．５億円は、ジェイテックが同

額の債務を負担することを引き

換えに受領したものであるか

ら、譲渡価値に算入すべきでは

ない。（認容額は約２．７億円） 

― 
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ウ 根抵当権設定行為の詐害性 

 第１審 控訴審 

本市の 

主張 

 オグラロード等が所有する不動産に対

し、本件浸水被害発生後にオグラロード

代表取締役の親族により行われた根抵当

権設定仮登記は、本市の債権回収を妨害

する意図で行われたものであり、詐害行

為に該当する。 

第１審と同様の主張 

相手方 

の主張 

 資金を貸し付け、その担保として根抵

当権を設定したものであり、債権回収を

妨害する意図はなく、詐害行為に該当し

ない。 

 第１審と同様の主張 

裁判所 

の判断 

 本市の債権回収を妨害する目的があっ

たと認められる。 
― 

 
４ 今後の予定 

  令和８年７月３日 控訴審判決言渡し 

  ＊ 上告及び上告受理の申立て期限は、判決正本受領後２週間以内 
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（参考）これまでの経過 

オグラロード等に対する訴え 

平成２５年 ９月１６日 浸水被害発生 

     １０月１３日 検証委員会を設置 

     １１月 ５日 検証報告書公表（以後、被害賠償に着手） 

１１月 

～平成２６年４月 

浸水被害により本市が被った損害額の支払を求めオグ

ラロードと協議を重ねるも、合意に至らず。 

      ８月 ８日 訴えの提起 

      ９月１９日 第１回口頭弁論期日 

平成２８年 ７月２２日 請求額の拡張（１回目）。訴えの係属中に金額が確定し、

又は新たに生じた損害について、賠償の請求額を追加 

令和 ５年 １月２７日 請求額の拡張（２回目）。同上 

令和 ６年 ２月 ７日 口頭弁論終結 

      ６月２６日 判決言渡し 

 

ジェイテック等に対する訴え 

平成２６年 １月２１日 ジェイテック設立 

      １月 

     ～６月 

オグラロードからジェイテックに営業譲渡が行われ事

務所建物、機械設備備品、営業権等の承継がなされる。 

平成２９年 ５月２３日 訴えの提起 

      ６月２６日 第１回口頭弁論期日 

令和 ５年 １月２７日 請求額の拡張（主位的請求）。オグラロード等に対し

請求額の拡張をしたことに合わせ賠償の請求額を追加 

      ６月１２日 請求額の拡張（予備的請求）。営業譲渡の価値の算定を

し直し、賠償の請求額を追加 

令和 ６年 ２月 ７日 口頭弁論終結 

      ６月２６日 判決言渡し 

 

控訴審 

令和 ６年 ７月 ９日 相手方に対する控訴の提起 

      ７月１１日 相手方から本市に対する控訴の提起 

     １２月２０日 控訴審第１回口頭弁論期日 

令和 ８年 ６月１２日 控訴審口頭弁論終結 

      ７月 ３日 控訴審判決言渡し 
 


